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流域下水道事業の
縮小・見直しを

い
ま
市
全
体
の
実
質
公
債

費
比
率
が
大
き
く
取
り
ざ
た
さ

れ
て
い
る
。
比
率
が
18
％
を
超

え
る
と
、
借
金
を
す
る
場
合
に

国
の
許
可
が
必
要
と
な
る
が
、

当
市
の
比
率
は
ど
う
か
。

市
が
関
わ
る
全
会

計
の
連
結
決
算
が
導
入
さ
れ
た

が
、
３
ヵ
年
平
均
の
比
率
は

17
・
５
％
で
あ
る
。

す
で
に
下
水
道
だ
け
で
60

億
円
ほ
ど
の
負
債
で
あ
り
、
そ

の
今
年
度
償
還
額
は
２
億
円
、

あ
と
数
年
す
る
と
年
間
３
億
の

償
還
と
な
る
。
下
水
道
事
業
は

や
れ
ば
や
る
ほ
ど
負
担
も
増
え

る
。
そ
れ
で
も
市
財
政
は
心
配

問 総
務
課
長

問

流
域
下
水
道
事
業
を
決
定

し
た
当
時
は
、
下
水
処
理
の
最

善
の
方
法
は
下
水
道
で
あ
る
と

の
認
識
だ
っ
た
が
、
い
ま
で
は

合
併
浄
化
槽
が
一
般
的
に
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
も
事
業
の
見
直

し
を
求
め
て
き
た
が
、
10
月
か

ら
の
汚
水
処
理
開
始
を
控
え
、

今
後
事
業
は
ど
う
す
る
の
か
。

事
業
の
開
始
時
と
今
と

で
は
、
財
政
事
情
は
一
変
し
た
。

市
財
政
に
こ
れ
ほ
ど
負
担
を
か

け
て
い
る
も
の
は
な
い
。

今
後
、
財
政
の
裏
づ
け
な
ど

考
え
他
自
治
体
と
も
協
議
し
、

原
点
に
立
ち
返
っ
て
再
検
討
す

る
つ
も
り
で
い
る
。

市
長

問

な
い
と
言
え
る
の
か
。

大
い
に
心
配
で
あ
り
、

今
後
じ
っ
く
り
検
討
し
た
い
。

税
金
申
告
の
際
に
市
が
寝

た
き
り
等
の
介
護
認
定
者
に
認

定
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く

て
も
申
告
控
除
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
制
度
周

知
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。

過
去
に

一
回
市
広
報
に
掲
載
し
た
だ
け

な
の
で
、
今
後
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
広
報
紙
へ
の
掲
載
、
ま
た
税

務
課
と
も
連
携
し
て
申
告
時
に

周
知
を
し
て
い
き
た
い
。

健
康
づ
く
り
課
長

問 市
長

地
域
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
年

間
の
事
業
回
数
に
よ
っ
て
事
業

主
体
が
違
い
支
援
の
基
準
も
差

が
あ
る
。
回
数
差
で
は
な
く
、

み
な
立
派
な
公
共
活
動
団
体
と

思
う
。
そ
の
活
動
に
必
要
な
年

一
回
程
度
の
、
市
マ
イ
ク
ロ
バ

ス
利
用
は
公
平
に
で
き
な
い
か
。

ま
だ
内
部
議
論
が
で
き

て
い
な
い
が
、
あ
り
得
る
と
い

う
結
論
を
出
す
た
め
に
私
が
責

任
を
持
っ
て
取
り
組
む
。

公
園
管
理
の
一
部
委
託
方

式
を
、
専
門
分
野
以
外
の
作
業

を
、
公
園
利
用
者
に
よ
る
地

域
・
自
主
管
理
方
式
に
し
、
そ

の
管
理
委
託
費
を
、
地
域
の
生

活
環
境
整
備
へ
活
用
す
る
制
度

づ
く
り
は
で
き
な
い
か
。

現
在
の
公

園
維
持
管
理
は
一
部
委
託
と
し

て
い
る
。
利
用
者
の
多
い
公
園

と
少
な
い
公
園
が
あ
り
、
利
用

者
ア
ッ
プ
に
努
め
、
利
用
者
で

都
市
対
策
課
長

問 市
長

問

出
来
る
も
の
は
自
主
管
理
す
る

里
親
制
度
（
※
注
）
な
ど
を
取

り
組
ん
で
い
く
方
向
で
検
討
に

入
り
た
い
。

日
本
の
農
業
経
営
は
古
来

の
営
農
か
ら
生
産
調
整
と
大
規

模
営
農
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
、

今
は
国
際
的
な
経
営
競
争
を
軸

に
し
た
方
針
と
な
り
、
後
継
者

も
育
ち
難
く
優
良
な
農
地
も
荒

廃
の
方
向
に
あ
る
。
そ
こ
で
今

回
、
農
業
振
興
地
域
の
集
落
と

問

資
源
を
守
る
制
度
が
始
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
他
の
振
興
地
域
外
で

の
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、

地
域
自
主
管
理
す
る
モ
デ
ル
と

し
た
い
が
、
市
は
ど
う
捉
え
る

か
。

事
業
へ
の
取
組
み

地
区
が
64
農
政
区
の
中
で
30
地

区
が
要
望
し
て
い
る
、
市
全
体

の
活
動
に
な
る
よ
う
啓
発
運
動

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

地
域
担
当
職
員
制
度
と

地
域
づ
く
り
委
員
会
を
立
ち
上

げ
、
地
域
と
行
政
を
一
体
と
し

た
、
自
己
責
任
の
中
で
環
境
整

備
す
る
方
向
付
け
と
し
た
い
。

市
長

農
政
課
長

地
域
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
支
援
は

現
状
の
ま
ま
で
よ
い
の
か

実
質
公
債
費
比
率
１７
・
５
％
で
、

今
後
の
財
政
は
大
丈
夫
か

公
園
管
理
手
法
の
見
直
し

で
地
域
分
権
へ

住
民
自
治
づ
く
り
を
急
ぐ

足
掛
か
り
は
い
か
に

縮小・見直しを求めた流域下水道事業

申
告
時
、
介
護
認
定
者
に

身
障
者
控
除
の
書
面
発
行
を

長浜行政区の地域デイサービス

※編集部注 「里親制度」
アメリカで始まった「アダプトプログラム」の

日本語訳。一定の期間、公共の場所を養子に見た
て、市民が里親となって公共用地の清掃美化を行
い、行政が支援するもの。全国で２００５年８月
時点で２４０自治体で導入されています。




